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国立大学法人島根大学役員会（第２４５回）＜議事要録＞ 

 

日 時 平成２６年 ４月 ２日（水） １０：００ ～ １１：２０ 

場 所 総合理工学部２号館３階 ３０８会議室 

出席者 小林学長，塩飽理事，竹内理事，井川理事，辻理事，江口理事 

〔陪席：千家監事，谷口監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，学術

国際部長，医学部事務部長〕 

 

議 題１ 第１１３回教育研究評議会（４月１４日開催）の議題について 

○ 塩飽理事から資料１により，４月１４日に開催する教育研究評議会の議題，資料等につ

いて説明があり，審議の結果，原案どおり教育研究評議会に付議することを確認した。 

○ 塩飽理事から，附属学校（園）長を教育研究評議会に陪席させてはどうかと提案があり，

承認した。 

議 題２ その他 

 ・ 「島根大学入学料免除及び徴収猶予規則」及び「島根大学授業料等免除及び徴収猶予

規則」の一部改正について 

○ 肥後理事から追加資料１により，入学料及び授業料免除の申請期間，対象者を変更する

ことに伴う規則の改正について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。 

 

 ・ 国立大学改革基盤強化促進経費等について 

○ 辻理事から追加資料２により，平成２６年度国立大学改革基盤強化促進費については４

月２４日が要求書の提出期限であるため，業務継続計画（BCP）を前面に出して計画書を

作成し，学長の承認を得て提出したいこと，平成２７年度特別経費（プロジェクト分）の

新規要望事業については，文部科学省の意見を聴き，推薦順位を検討すること，並びに文

部科学省から大学における今後の「大学改革プラン」や「ミッションの再定義」等を踏ま

えた機能強化に向けて「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠が

設けられ，本学の目安は１０１百万円であり，５月２６日に文部科学省と意見交換を行う

ことの説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。 

 

報告事項１ 平成２６年度計画について 

○ 塩飽理事から資料２により，文部科学省へ報告したことの報告があった。 

報告事項２ 平成２６年度戦略的機能強化推進経費の配分について 

○ 辻理事から資料３により，学長戦略会議で審議・決定し，平成２６年度戦略的機能強化

推進経費の配分について予算措置したことの報告があった。 

報告事項３ 大学院法務研究科について 

○ 学長から，大学院法務研究科の連合化に向けた動向について報告があり，併せて山陰法

実務教育研究センターを設置したことの説明があった。 

 


